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○研修・調査内容と研修成果 
　　報告者　　堤　　弘　行 
「次世代農業に向けた取組について」 
［内容］ 

島根県江津市は、島根県の西部に位置し平成１６年１０月に桜江町と合併し 

現在の江津市となっている。江津市の面積は２６８．２４㎢で、人口は２０,8 

９９人(令和７年１０月末現在)である。 

江津市では、農業に向けた地域計画に取り組んでおり、外部からの企業参入、 

　　地域農家の共存モデル、また、ゾーニングによる農地の見える化、農地利用協定 

　　による地域計画の合意形成の仕組みづくり、担い手の多層化による農地を守る 

　　仕組みづくりなどに取り組んでいる。 

　外部からの企業参入では、中森農産株式会社が参入しており、そのきっかけ 

として、令和３年８月、県主催のアグリビジネスオンラインセミナーがあり、 

県外からの農業参入に興味のある自治体として江津市が参加していた。そこで 

出会った中森農産株式会社を江津市が積極的に誘致活動をして共存することと 

なった。また、後継者不足が課題となっていた市内の集落営農法人「農事組合 

法人　川平みどり」の経営継承を中森農産株式会社が担うことについて、令和 7 

年 2月、川平みどりの通常総会で承認された。これら中森農産株式会社の参入 

に要した年数は、３年７ケ月とのことだ。 

江津市の地域計画は、令和６年７月に策定され、その前段階として、人・農地 

プラン実質化に向け取り組んでいた。 

人・農地プランとは、話し合いをしながら地域に必要な取組をしていこうと 

いうプランであり、２年間で４５集落の実質化を行っている。実質化に向けた 

アンケートでは、後継者不足や担い手が必要という回答が多くあった。それを 

踏まえて、４５集落を９エリアに分けた。 

　これから農地を守っていくには、担い手がこれからも農業をやっていきたい 

と思えるエリアなのかどうかということや担い手の意向が最重要になってきて 

いるので、農地ゾーニングの整理を行った。 

　エリアごとに色分けをしていき、 

　ブルーゾーン＝現在及び将来、既存の担い手が守ることが可能な農地 

　グレーゾーン＝担い手の参入課題を解消すれば、既存の担い手が守ることが 

可能な農地 

　レッドゾーン＝現時点、将来ともに既存の担い手が守ることが困難な農地 

以上の３区分のゾーニングを行っている。 

　江津市では、地元の農家の高齢化を考え、担い手の必要性があるということ 

で、中森農産株式会社の参入を取り入れ、地元の農家たちと一緒に農業を持続 

可能なものにしていっている。農事組合法人　川平みどりへの中森農産の参入 

が大きな節目となっている。 
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［研修成果］ 
　　 江津市は、農地中間管理機構の設立を契機に外部からの企業参入を取り入れ、 

市内の農業者だけでの農地の保全は困難と判断して中森農産株式会社を誘致し、 

今後の地域をけん引し持続可能な農業を目指している。本市も高齢化率が高く、 

後継者不足が心配されているので、県とも相談して企業誘致を考えなければな 

らない。 

 

「空き家バンクの取組について」 
［内容］ 

山口県美祢市は、平成２０年に１市２町が合併し、面積は４７２．６４㎢で、人 

口は２０,４０４人(令和７年１１月１日現在)である。観光面では、秋芳洞や秋吉

台など県内では有数の観光地がある。美祢市全域が、日本ジオパークに認定をされ

ている。 

美祢市では、空き家バンクの取組に力を入れており、少しでも空き家を有効活 
用できるよう空き家等情報バンク制度を創設している。制度については、空き家 
を借りたい・買いたい人と貸したい・売りたい人をマッチングするサービスにな 
っている。契約に関しては、仲介不動産や当人同士で行ってもらう。 
空き家有効活用促進事業補助金については、下記のとおりである。 

① 空き家バンクへ登録するための登記費用　最大１０万円 

② 家財片付け費用　　　　　　　　　　　　最大２０万円 

③ 空き家のリフォーム費用　　　　　　　最大１００万円 

④ 転入者奨励金　　　　　　　　　　　　商品券１０万円 

 

美祢市では、市と郵便局が包括連携協定を締結しており協議した中で、市独自 

の取組として、２０１９年１２月より、市内の郵便局１６局に空き家バンクの相 

談・登録事務を委託している。この事業は全国で初めての取組である。 

内容については、 

① 相談対応 

② 制度の紹介 

③ 申込書記載説明 

④ 申込書内容確認 

⑤ 報告書作成 

がある。 

郵便局が窓口になることで、市民が郵便局を利用した際に気軽に相談できるな 

ど未登録物件の掘り起こしに繋がっている。 

郵便局への委託金に関しては、相談件数に応じた単価契約としており、低コス 

トで運営ができている。 

課題については、委託が始まり数年経ち、窓口での相談件数が伸び悩んでいる 
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ことが課題である。その要因は、オンライン申請ができるようになったためであ 

る。 

空き家バンクの登録については、固定資産税の納税通知書と一緒にチラシを送 

　 付し登録を呼びかけている。 

　空き家の利活用については、移住相談が増加しており、その中で、空き家を購入 

してパン屋を開業した人がいて、地元住民の雇用にも繋がっている。移住定住に 

も効果が出てくると思う。 

［研修成果］ 
　 本市も人口が減っていく中で空き家が増加していくと思われるので、空き家バ 
ンクの登録も推進していかなければならない。また、空き家の利活用についても 
検討をし移住定住に繋がっていけばいいと思う。


